
 
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症により仕事に影響を受けた市民等を対象に職員募集を実施 

～  ２０人程度・非常勤職員として採用予定  ～ 

 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の急激な悪化に伴い仕事に影響を受けた尼

崎市民の方々などを対象に、下記のとおり非常勤職員（会計年度任用職員）の募集を行います。 

 ※ 会計年度任用職員とは、地方公務員法で定める一般職の非常勤職員です。 
 

２ 採用予定人数 

２０人程度 
 

３ 募集期間 

令和２年６月１０日（水曜日）まで 

※ 採用予定人数に達していないときは、期間を過ぎても受け付ける場合があります。 
 

４ 応募条件 

現在無職で、次の条件（パターン）①・②のどちらかに該当する方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ５ 応募方法 

応募受付期間までに、所定の応募様式を尼崎市役所人事課へ郵送（６月１０日当日消印有効） 

※ 離職したことなどがわかる書類をお持ちの場合は、そのコピーをあわせて郵送 
 
６ 勤務条件 

⑴ 任 期  令和３年３月３１日まで（最長） 

⑵ 職務内容 配属先の一般事務（電話・来客対応、パソコン作業等）を主に予定 

        ※ 社会福祉主事任用資格や保育士資格、調理師免許などの資格・免許を所有の 

場合は、配属先の専門的な業務を主として担っていただく場合もあります。 
 

７ その他詳細 

募集案内（別添）に記載のとおり 
 

以 上   

令和２年５月２１日 

所 属 人事課 

所属長 松長 寿枝 

電 話 06－6489－6177 

次のいずれかに当てはまる方 

・尼崎市内に現在住んでいる方 

・尼崎市内の大学等の学生 

・尼崎市内の学校を卒業した方 

新型コロナウイルス感染症の影響に 

より、仕事がなくなり、お困りの方 

・企業等に採用される予定だったが、 

 働くことができなくなった 

・アルバイトを辞めることとなった 等 

次のいずれかに当てはまる方 

・尼崎市内の企業等で働いていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職

を余儀なくされた方 

・尼崎市内の企業等に採用される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、働くことができなくなった方 
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令和２年度 非常勤職員（会計年度任用職員）募集案内 

～ 尼崎市民等を対象とした緊急雇用対策 ～ 

 

尼崎市では、このたび、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の急激な悪化

に伴い仕事に影響を受けた尼崎市民の方々などを対象に、下記のとおり募集を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪会計年度任用職員とは≫ 

会計年度任用職員とは、地方公務員法で定める一般職の非常勤職員です。 

任期は１年（４月１日～翌３月３１日）以内と定められており、そのほか、地方公務員法の様々

な規定（※）が適用されます。 

※ 服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、

秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等）や懲戒の規定などがあります。 

① 採用予定人数 ② 応募受付期間 

２０人程度 令和２年６月１０日（水曜日）まで 

㊟ 採用予定人数に達していないときは、期間を過ぎても受け付ける場合がありますので、

下記連絡先（尼崎市役所：人事課）へお問い合わせください。 

 

③ 応募条件 
現在無職で、下記の条件（パターン）①・②のどちらかに該当

する方を対象とします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊟ 地方公務員法第１６条各号の規定（＝欠格条項：所定の応募様式に掲載）に該当する方

については、職員となることができませんので、ご注意ください。 

次のいずれかに当てはまる方 

・尼崎市内に現在住んでいる方 

・尼崎市内の大学等の学生 

・尼崎市内の学校を卒業した方 

新型コロナウイルス感染症の影響に 

より、仕事がなくなり、お困りの方 

・企業等に採用される予定だったが、 

 働くことができなくなった 

・アルバイトを辞めることとなった 等 

次のいずれかに当てはまる方 

・尼崎市内の企業等で働いていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職

を余儀なくされた方 

・尼崎市内の企業等に採用される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、働くことができなくなった方 
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④ 応募方法 
 

 

 

 

 

 

 
 
 ㊟ 所定の応募様式はホームページからダウンロードし、Ａ４・両面印刷でお願いします。 

㊟ 応募（郵送）は、令和２年６月１０日（水曜日）当日消印有効です。 

㊟ 新型コロナウイルス感染防止の観点から、不特定多数の人が接触する機会をできる限り減

らすことを目的に、郵送による受付を基本とさせていただきますので、ご理解・ご協力をお

願いします。 

 ㊟ 応募者が所有している資格や免許を生かした専門的な業務を主に担っていただくことと

なる場合は、上記の応募書類に加え、当該資格・免許を応募者が所有していることがわかる

書類のコピーその他必要な書類を試験時に提出いただくことがあります。 

 ㊟ 職種にかかわらず、採用内定となった方に対しては、給与面に関して必要な資料として、

住民票の写しや通帳のコピーなどを提出いただいたり、マイナンバーを提示していただいた

りすることとなりますので、あらかじめご承知おきください。 

 

⑤ 採用内定までの概ねの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 勤務条件 

⑴ 任期 

   令和３年３月３１日までを最長の期間とし、具体の任期（採用日と任期満了日）

は、応募者の意向を踏まえつつ、配属先が定めます。 

⑵ 条件付採用期間 

   採用日から１か月間（勤務日数が少ないときなどは１か月を超える場合あり）は、

地方公務員法の規定に基づき、条件付採用となります。 

⑶ 勤務場所 

   尼崎市役所本庁舎内やその他各部署が執務を行っている施設内での勤務が基本と

なります。 

・応募受付期間までに、所定の応募様式（必要事項を記入・顔写真を貼付

したもの）を下記連絡先（尼崎市役所：人事課）へ郵送してください。 

・離職したことなどがわかる書類（企業等からの通知書など）をお持ちの

場合は、そのコピーをあわせて郵送してください。 

応募書類の確認及び書類
選考 

（人事課） 

書類選考通過者に試験日
等連絡 
（配属先候補の部署） 

面接等による試験※の実施 
（配属先候補の部署） 

※職種により筆記試験もあり 

試験に合格した方に採用
内定の連絡 
（配属先候補の部署） 



⑷ 職務内容 

   配属先の一般事務（電話・来客対応、パソコン作業等）を主に予定しています。 

   なお、社会福祉主事任用資格や保育士資格、調理師免許などの資格・免許をお持

ちの場合は、専門性を生かし、配属先の専門的な業務を主として担っていただく場

合もあります。 

  ㊟ 具体的な業務は各部署によって様々異なりますので、試験日等連絡時や試験時に配属

先候補の部署にご確認ください。 

 ⑸ 勤務時間等 

㊟ 具体的な勤務時間等は各部署によって様々異なりますので、試験日等連絡時や試験時に

配属先候補の部署にご確認ください。（応募者の意向も確認することとなりますが、結果

としてご意向どおりとならない場合があります。） 

ア 勤務時間 

午前８時４５分～午後５時３０分の間の、１日６～７時間、１週４～５日勤務が

一般的ですが、勤務時間（始業時刻・終業時刻）は各配属先により異なります。 

㊟ 一般事務を担う職（尼崎市役所では「非常勤事務補助員」と言います。）に就く場合

は最長週３５時間勤務、専門的な業務を担う職（尼崎市役所では「非常勤行政事務員」

と言います。）に就く場合は最長週３０時間勤務となります。 

  イ 休憩時間 

正午から午後１時までの１時間が一般的ですが、各配属先により異なります。 

  ウ 勤務を要しない日等 

    次の(ア)～(ウ)が一般的ですが、勤務を要しない日等は各配属先により異なり

ます。 

(ア) 日曜日及び土曜日 

(イ) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(ウ) 年末年始（令和２年１２月２９日～令和３年１月３日） 

エ その他 

公務のため必要があると認めるときは、所定の勤務時間を超えて勤務時間を延 

長し、又は勤務を要しない日などに勤務いただく場合があります。 

⑹ 休暇等 

年次休暇（有給）、夏季休暇（有給）、介護休暇（無給）等の制度があります。 

㊟ 任期や勤務時間等によっては制度の適用がない（年次休暇、夏季休暇等の付与がない）

場合があります。 

⑺ 報酬額 

㊟ 職務内容や年齢により額が異なる報酬体系となっています。 

㊟ 実際の勤務時間が下記の例と異なる場合は、時間案分により算出された額となります。 

ア 一般事務を担う職（非常勤事務補助員）の場合 

   例）週３５時間勤務 …… 月額１４５，４２０円～ 

   例）週３１時間勤務 …… 月額１２８，８００円～ 

   例）週３０時間勤務 …… 月額１２４，６５０円～ 

   例）週２３時間１５分勤務 …… 月額９６，６００円～ 



イ 専門的な業務を担う職（非常勤行政事務員）の場合 

例）社会福祉主事任用資格所有者が、福祉分野の専門的な業務に従事 

週３０時間勤務 …… 月額１５９，８２０円～ 

例）保育士資格所有者が、保育所や児童ホームの専門的な業務に従事 

     週３０時間勤務 …… 月額１５９，８２０円～ 

例）調理師免許所有者が、保育所の調理業務に従事 

週２３時間１５分勤務 …… 月額１１５，７９０円～ 

⑻ その他の給与 

  ア 通勤代    自宅から勤務場所までの徒歩による通勤距離が片道２㎞以上ある

ときで、その間に、交通機関又は交通用具の利用距離が片道１㎞

以上の場合に支給があります。（その他の定めもあり） 

  イ 期末手当  任期・勤務時間次第で、１２月に支給される場合があります。 

⑼ 健康保険及び厚生年金保険並びに雇用保険 

   適用があります。 

㊟ 健康保険及び厚生年金保険は１週３０時間以上の勤務で２か月を超える任期といった

加入条件が、また、雇用保険は１週２０時間以上の勤務で３１日以上の任期といった加入

条件があり、そうした条件に当てはまる場合は強制的に加入となります。（加入するかど

うかを自ら選択することはできません。） 

 ⑽ 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償 

   労働者災害補償保険法又は尼崎市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の規定に基づく補償の適用があります。 

 

⑦ 留意事項 

⑴ 人事課に提出された応募書類は、いかなる理由があっても返却しません。 

⑵ 応募書類に記載の個人情報については、尼崎市個人情報保護条例により保護され、 

採用事務以外の目的で利用することはありません。 

⑶ 応募書類の記載事項の虚偽その他の不正があることが判明したときは、判明した 

時点で受付や内定を取り消します。また、採用後にそうした事実が判明した場合は、 

厳正な処分の対象となります。 

 

⑧ 連絡先（応募・問い合わせ先） 

  尼崎市総務局人事管理部人事課 

   〒660-8501 尼崎市東七松町１丁目２３番１号 尼崎市役所本庁中館４階 

   電話：０６－６４８９－６１７７、ファクス：０６－６４８９－６１７０ 

   電子メール：ama-zinzi@city.amagasaki.hyogo.jp 

 

◎ 職員（正規職員／会計年度任用職員）の募集情報については、市のホームページに

掲載し、随時更新を行っています。 

【尼崎市のホームページアドレス：http://www.city.amagasaki.hyogo.jp】 

（ トップページ ＞ 市政情報 ＞ 職員募集 ＞ 正規／会計年度任用職員募集 ） 
 
 



（携わっていた業務内容）

（携わっていた業務内容）

（携わっていた業務内容）

（携わっていた業務内容）

（携わっていた業務内容）

　　　　　年     月     日

　　　年     月     日

　年     月     日

取 得 年 月 日名 称

　　　　　年     月     日

　　　年     月     日

　年     月     日

取 得 年 月 日

月

年　　　月 年

至： 年　　　月

自：

月

年

月

年

自：

年　　　月

退 職 理 由雇用形態

年　　　月 月

年

勤続期間

年　　　月

年　　　月

在 職 期 間

自：

自： 年　　　月 年

月

至：

名 称

至：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

資

格

・

免

許

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　月

職
　
　
　
　
　
　
　
歴

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 至：

勤 務 先 （ 所 在 地 ）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自：

至： 年　　　月

年　　　月

申 込 職 種

※

ふりがな

氏      名

E-mail

修学区分修学年限

年

（           ）         　 　－

＠

 □ 卒　業
 □ 卒業見込
 □ 中　退

 □ 卒　業
 □ 卒業見込
 □ 中　退

令和２年　　月　　日撮影

年

年

学 部 ・ 学 科 名

自 ： 年 月

学 校 名

至 ： 年 月

自 ： 年 月

至 ： 年 月

尼崎市会計年度任用職員応募様式（緊急雇用対策用）

在 学 期 間

自 ： 年 月

至 ： 年 月

自 ： 年 月

至 ： 年 月

裏面記載の＜申込書記入上の注意事項＞をよく読んで記入してください。

電話(自宅) 電話(携帯)

学
　
　
　
歴

生年月日

住 所

 □ 卒　業
 □ 卒業見込
 □ 中　退

歳
（令和２年４月１日現在）

受 験 番 号
※

 □ 卒　業
 □ 卒業見込
 □ 中　退

年

年 齢

 〒        －

昭 和 ・ 平 成 年 月 日

（           ）         　　－

① ３か月以内に撮影・

脱帽・正面向・上半身

② 縦４cm・横３cm

写真貼付

□ 正 社 員
□ アルバイト
□ そ の 他
（ ）

□ 正 社 員
□ アルバイト
□ そ の 他
（ ）

□ 正 社 員
□ アルバイト
□ そ の 他
（ ）

□ 正 社 員
□ アルバイト
□ そ の 他
（ ）

□ 正 社 員
□ アルバイト
□ そ の 他
（ ）



次の質問に答えてください。（※該当する人は申込みができません。）

（本人自署のこと）

〔申込書記入上の注意事項〕
① 必ず申込者本人が全ての項目に記入してください。（※の欄は記入しないでください。）
② 記載事項に不正があると採用される資格を失うことがあります。また、採用後でも免職されることがあります。
③ 記載事項は申込日現在で記入してください。ただし、年齢は令和２年４月１日現在の年齢を記入してください。
④ 黒のインク又はボールペンを用いて楷書でていねいに記入し、数字は算用数字を使用してください。
⑤ 「学歴」欄には、卒業見込みを含めて学歴・学部・学科名及び在学期間等を記入してください。なお、尼崎市内の
小学校・中学校を卒業していない場合は、小学校・中学校の記載を省略しても差し支えありません。
⑥ 「職歴」欄には、自営やアルバイトも含めて記入してください。
⑦ 「学歴」「職歴」「資格・免許」やその他記入欄が不足するときは、別紙により対応（手書きでなくて可）してください。
⑧ 欠格条項の質問について、「該当しない」又は「該当する」のいずれかを○で囲み、申込書を記入した日付と氏名
を申込者本人が自署してください。

※

→
あなたは、地方公務員法第１６条に規定の欠格条項（下記①～④）のいずれか
に該当しませんか。

  申込書の記載事項はすべて事実に相違ありません。

（いずれかを○で囲んでください）

申込者氏名令和        年        月        日

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
②尼崎市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
③人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した者

該当しない    ・    該当する

【新型コロナウイルス感染症の影響による採用内定取消・離職状況】

●　採用内定先・勤務先の名称・所在地及び当該先での職種（総合職、事務職等）

●　採用内定取消（延長）通知日又は離職日（該当する方に日付を記入してください。）

 （名称・所在地）  （職種）

●　補足事項（関連して補足するような事項があれば記入してください。）

 （採用内定取消通知日)

●　志望動機（今般応募しようと思った理由などについて記入してください。）

 （離職日） 令和　　　　年　　　　月　　　　日令和　　　　年　　　　月　　　　日

●　勤務先の希望（尼崎市役所のどういった部署・業務に就きたいかや、その理由などについて記入してください。）

※必ずしもご意向どおりになるとは限りませんので、その旨ご了承ください。

●　その他（心身面に対する配慮など、今般の応募に当たってその他伝えておくべきことがあれば記入してください。）

●　勤務時間等の希望（勤務可能な期間、時間帯、曜日などを記入してください。）

●　パソコンスキルについて（特にWord・Excelの操作がどの程度可能か記入してください。）


